
議会運営委員会協議結果  

 

日時：平成３０年４月２３日（月） 

開会：午前１０時００分 

閉会：午前１０時５４分 

場所：委員会室 

 

 

１．事業者からの意見交換会の申し入れについて 

 【久世孝宏議長】放課後児童健全育成事業受託者より、意見交換会の開催について申し入れがあり 

ましたので、対応をご協議してください。具体的には議員全員で受けるのか、議 

長案としては、全議員だと意見の交換ができないと思うので、文教厚生委員会プ 

ラス政策調査研究プロジェクトで対応してはどうかと思います。また、対応が決 

まったら、担当者（座長）、正式な会とするかどうか、日程も先方の希望日時でよ 

いか、決めていただければと思います。 

 【沢田清委員長】参加議員をどうするか。担当者（座長）を誰にするか。正式な会議とするかどう 

か。日程は５月７日（月）午前１０時からでよいか。以上４点について協議をお 

願いします。 

≪休憩≫ 

≪再開≫ 

【沢田清委員長】意見交換会の参加者は、文教厚生委員会と政策調査研究プロジェクトの委員とし 

ます。また、担当者（座長）は、政策調査研究プロジェクトの座長の渡辺議員と 

します。意見交換会の位置付けは、先方の意向を確認し、議長に一任します。日 

程は、５月７日（月）午前１０時からで各委員と調整することとします。 

 了承 

 

２．議案等における個人情報の取扱いについて 

 【小野田靖局長】総務課より、個人を相手方とした事故の損害賠償額及び和解について、議案や報 

告に付ける専決処分書の損害賠償の相手方に、住所、氏名の個人情報を記載する 

ことに難色を示している場合の取扱いについて相談がありました。県下３７市に 

調査を行ったところ、現段階で３１市より回答をいただき、１４市が掲載してい 

ない状況です。和解案件で相手方が納得しないと和解が成立しませんので、半田 

市でも個人が特定できないような、例えば半田市○○町地内居住者というような 

記載でよいか、ご協議をお願いします。 

 【石川英之委員】条例等の決まりはないのですか。 

 【小野田靖局長】ありません。 

≪休憩≫ 

≪再開≫ 

【沢田清委員長】各会派持ち帰りとし、次回議会運営委員会で議論することとします。 

了承 

 

３．その他 

 （１）議員勉強会について（別紙資料３） 

     ５月２９日（火）午後２時４５分～ 

      大変化の時代 今、地方自治体に求められていること 

      講師：森岡 仙太 氏（愛知県副知事） 

 【久世孝宏議長】テーマが「大変化の時代 今、地方自治体に求められていること」に決まりまし 

た。また、午後５時３０分より、半田赤レンガ建物内「カフェブリック」で会費 



５，０００円の意見交換会が行われますので、よろしくお願いします。 

【沢田清委員長】勉強会は公務となりますので、全員参加でお願いします。また、意見交換会の出 

欠席を会派で取りまとめ、５月８日（火）までに事務局へ報告してください。 

 了承 

 

 （２）請願、陳情、議会へ市民の声について 

議長案 

①請願・陳情は、本文も含め全議員へメール配信 

②郵送による陳情は、件名、提出者のみを全議員へメール配信し、本文の写しは 

各会派及び無所属へ１部配付 

③市民の声は、本文も含め全議員へメール配信 

【久世孝宏議長】事務局に議員の意向を確認してもらったところ、今までどおりの取扱いで、郵送 

の陳情はメール配信を希望しない議員がいました。議長としては、請願、陳情、 

市民の声について、事務局で受け付けた時点で、①請願・陳情は、本文も含め全 

議員へメール配信、②郵送による陳情は、件名、提出者のみを全議員へメール配 

信し、本文の写しは各会派及び無所属へ１部配付、③市民の声は、本文も含め全 

議員へメール配信したいと思うので、再度ご協議をお願いします。 

 【石川英之委員】郵送による陳情の取扱いで、各会派へ１部、無所属へも１部だと、無所属議員へ 

の対応が手厚すぎると思いますがどうでしょうか。 

≪休憩≫ 

≪再開≫ 

【沢田清委員長】郵送の陳情も含め、受け付けた時点で、全て全議員にメール配信することとしま 

す。 

了承 

 

 （３）その他 

【久世孝宏議長】ＢＣＰのことで確認ですが、今後条文整備をしていくか、周知するだけでよいの 

か、周知をすることは決まったと思います。また、安否確認は議員自らが事務局 

へ連絡するということを徹底する。議員自ら直接災害対策本部へ不当な要求をし 

ない、これでよかったのかの確認で、よければ各会派へ周知をお願いします。 

≪休憩≫ 

≪再開≫ 

【沢田清委員長】発災時は、安否確認は自分で事務局へ連絡する。また、情報提供にとどめ、要求 

はしない。このことは、来年度の先例集見直し時に、先例集に載せることにしま 

す。 

 了承 

 

【久世孝宏議長】以前中川議員に、修正案を出した時の賛否の解釈をお伝えした時に、中川議員が 

違う行動をとられましたので、何の解釈で行っているか示すようお願いしてあり 

ました。答えをお願いします。 

 【中川健一委員】議案自体が修正案しか入ってないので、全部の議案が入っていれば本に書いてあ 

る解釈も成り立つと思いますが、議案自体を判断するのが適切だと考えています。 

【久世孝宏議長】全部変えて提出することができないから、色々な本に解釈が出ており、それを示 

したわけですが、中川議員が言うことは本とかの解釈にあるのですか。 

【中川健一委員】例えば憲法９条にしても色々な解釈があります。今回の件で議長が話された解釈 

以外は調べていませんが、自分の判断で行動しました。 

【久世孝宏議長】議長からのお願いですが、半田市議会は知多半島でリーダーシップをとって行動 

していただきたいと思います。違った解釈で行動するならば、きちんと解釈を調 

べてから行動してください。 



【中川健一委員】自分の判断が正しいと思っており、最終的な判断は有権者がすると思います。議 

長の言葉は真摯に受けとめます。 

【沢田清委員長】他に何かありませんか。 

         なし 

 

 


